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課
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三

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
令
和
七
年
度
地
籍
調
査
事
業

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

調
査
を
行
う
者

調

査

地

域

調
査
期
間

墨
田
区

墨
田
区
千
歳
一
丁
目
、
千
歳
二
丁

目
、
両
国
一
丁
目
、
両
国
二
丁
目
、

両
国
三
丁
目
及
び
両
国
四
丁
目
の

令
和
七
年
四

月
一
日
か
ら

令
和
八
年
三

大
田
区

各
地
内

大
田
区
大
森
北
五
丁
目
の
地
内

月
三
十
一
日

ま
で

世
田
谷
区

世
田
谷
区
赤
堤
二
丁
目
、
大
蔵
二

丁
目
、
喜
多
見
五
丁
目
、
松
原
四

丁
目
及
び
若
林
二
丁
目
の
各
地
内

渋
谷
区

渋
谷
区
渋
谷
一
丁
目
、
神
宮
前
六

丁
目
及
び
神
南
一
丁
目
の
各
地
内

杉
並
区

杉
並
区
永
福
二
丁
目
、
永
福
三
丁

目
、
下
高
井
戸
三
丁
目
、
下
高
井

戸
四
丁
目
、
浜
田
山
一
丁
目
、
浜

田
山
三
丁
目
及
び
桃
井
四
丁
目
の

各
地
内

豊
島
区

豊
島
区
千
川
二
丁
目
の
地
内

荒
川
区

荒
川
区
荒
川
六
丁
目
、
東
尾
久
五

丁
目
、
東
尾
久
六
丁
目
、
町
屋
二

丁
目
及
び
町
屋
四
丁
目
の
各
地
内

練
馬
区

練
馬
区
石
神
井
台
八
丁
目
、
田
柄

一
丁
目
、
田
柄
二
丁
目
、
田
柄
三

丁
目
、
田
柄
四
丁
目
、
南
大
泉
一

丁
目
、
南
大
泉
二
丁
目
及
び
南
大

泉
三
丁
目
の
各
地
内

足
立
区

足
立
区
神
明
二
丁
目
の
地
内

葛
飾
区

葛
飾
区
青
戸
二
丁
目
の
地
内

江
戸
川
区

江
戸
川
区
江
戸
川
一
丁
目
の
地
内

八
王
子
市

八
王
子
市
千
人
町
四
丁
目
、
平
岡

町
、
本
郷
町
及
び
元
横
山
町
一
丁

目
の
各
地
内

三
鷹
市

三
鷹
市
牟
礼
五
丁
目
の
地
内

青
梅
市

青
梅
市
藤
橋
二
丁
目
の
地
内

府
中
市

府
中
市
緑
町
三
丁
目
及
び
若
松
町

二
丁
目
の
各
地
内

調
布
市

調
布
市
下
石
原
二
丁
目
の
地
内

町
田
市

町
田
市
鶴
川
三
丁
目
及
び
鶴
川
五

丁
目
の
各
地
内

小
金
井
市

小
金
井
市
緑
町
五
丁
目
の
地
内

小
平
市

小
平
市
小
川
町
二
丁
目
の
地
内

日
野
市

日
野
市
三
沢
五
丁
目
の
地
内

福
生
市

福
生
市
熊
川
の
地
内

武
蔵
村
山
市

武
蔵
村
山
市
伊
奈
平
一
丁
目
及
び

三
ツ
藤
一
丁
目
の
各
地
内

多
摩
市

多
摩
市
連
光
寺
一
丁
目
の
地
内

羽
村
市

羽
村
市
羽
西
三
丁
目
の
地
内

あ
き
る
野
市

あ
き
る
野
市
小
和
田
の
地
内

西
東
京
市

西
東
京
市
中
町
一
丁
目
及
び
中
町

二
丁
目
の
各
地
内

檜
原
村

西
多
摩
郡
檜
原
村
本
宿
の
地
内

奥
多
摩
町

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
氷
川
の
地
内

東
京
都

小
笠
原
村
父
島
字
北
袋
沢
の
地
内

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
一
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
三
田
五
丁
目
西
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

三
田
五
丁
目
西
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
七
月
十
一
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区



令和7年7月11日（金曜日）東 京 都 公 報（第18345号） ２

港
区
三
田
五
丁
目
及
び
白
金
一
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地

港
区
三
田
五
丁
目
十
四
番
十
八
号

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
七
月
十
一
日

六

事
業
年
度

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
の
ほ
か
、
施
行
地
区
内
の
組
合
が
適
当
と
認

め
る
場
所
に
掲
示
す
る
も
の
と
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
官

報
に
掲
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。

八

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

限
令
和
七
年
八
月
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
二
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都

条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定

薬
物
の
指
定
が
次
の
と
お
り
効
力
を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

別
表
の
と
お
り

二

失
効
の
理
由

当
該
知
事
指
定
薬
物
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に

規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医

療
等
の
用
途
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
七

年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
三
号
）
の
施
行
に
よ
り
、
医
薬
品
、
医

療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
薬
物
に
指
定
さ
れ
る
た
め

三

失
効
年
月
日

令
和
七
年
七
月
十
三
日

四

罰
則
の
適
用

こ
の
指
定
の
失
効
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
七
月
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

新
宿
青
梅

二

変
更
の
区
間

武
蔵
村
山
市
中
原
一
丁
目
二
番
四
地
先
か
ら
同

所
三
十
三
番
三
十
八
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
七
月
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
一
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一
㈠

路
線
名

国
立
停
車
場
恋
ヶ
窪

㈡

変
更
の
区
間

国
分
寺
市
西
恋
ケ
窪
三
丁
目
十
四
番
十
九
地

先
か
ら
同
所
二
十
番
一
地
先
ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑴
の
と
お
り

二
㈠

路
線
名

所
沢
府
中

㈡

変
更
の
区
間

国
分
寺
市
西
恋
ケ
窪
三
丁
目
二
十
番
一
地
先

か
ら
同
所
十
八
番
五
地
先
ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑵
の
と
お
り
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